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Ⅰ 三重県企業庁の各事業における令和４年度の取組概要について 

 

三重県企業庁の水道用水供給事業、工業用水道事業及び電気事業においては、県

民のくらしの安全・安心の確保や地域経済の発展に貢献していくため、三重県企業

庁経営計画（平成 29年度～令和８年度）（以下「経営計画」という。）に掲げた経営

目標達成に向けた取組を中心に進めており、本年度の各事業における主な取組概要

は、以下のとおりです。 

 

 

１ 水道用水供給事業 

（１）令和４年度の給水見込み 

 水道用水については、受水市町

における自己水源の渇水や改良

工事等に伴い、平成 30 年度と比

べ令和３年度までは、給水量が増

加していました。 

本年度は、受水市町における自

己水源の改良工事が完了したこ

と等から約 7,370万㎥（前年度比

約 97％）の給水を見込んでいま

す。 

 

 

 

（２）令和４年度の主な取組 

 ア 安全でおいしい水の供給 

精度の高い水質検査を行うとともに、その結果を浄水処理工程にフィードバッ

クすることで適切な薬品注入量を決定するなど、きめ細かな浄水処理を実施し、

水質基準を遵守しています。 

さらに、県民の水道に対するニーズに対応し「安全性」、「味やにおい」の観点

から、総トリハロメタン、カビ臭物質及び臭気強度について、国が定める水道水

質基準等より高いレベルの管理目標値を設定し、水質管理を強化しています。 

 

イ 強靱な水道の構築 

  主要施設等の耐震化を進めるとともに、経年劣化した設備の更新などの老朽化

対策に加え、風水害対策等に取り組み、強靱な水道の構築をめざします。 
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 （ア）耐震化 

ａ 主要施設 

経営計画の計画期間中において、全５浄水場（播磨、水沢、高野、大里、多

気）の 49浄水処理施設の耐震化を完了させるとともに、災害発生時に応急給水

活動の拠点となる全 14調整池のうち 12池の耐震化を完了させることとしてい

ます。 

本年度は、高野浄水場(津市)の２浄水処理施設の耐震補強工事について、令

和５年度の完成に向けて着手します。また、鍛冶屋調整池(伊勢市)（2,000 ㎥

×１池）の耐震補強工事と、長谷調整池(多気町)（1,000 ㎥×１池）の基本設

計を実施します。 
 

経営計画上の成果指標 
Ｒ３ 

実績値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

浄水場浄水処理施設の 

耐震化率(%) 

(累積/全浄水場浄水処理施設数) 

９１．８ 

(45/49) 

９１．８ 

(45/49) 

１００ 

(49/49) 

調整池の耐震化率(%) 

(累積/全調整池数) 

６４．３ 

(9/14) 

７１．４ 

(10/14) 

８５．７ 

(12/14) 

 

 

計画期間内に実施する  

調整池耐震化の進捗率(%) 

０ 

(0/3) 

３３．３ 

(1/3) 

１００ 

(3/3) 

   

ｂ 管路 

管路総延長約 430kmのうち、耐震適合性のない管路が約 160kmあり、経営計

画の計画期間中において、特に液状化が想定される地域に埋設されている被害

率の高い管路など約 23.9 ㎞と布設後 40 年以上経過した管路約 10.2 ㎞を合わ

せた約 34.1kmの耐震化を完了させることとしています。 

本年度は、約 5.3㎞の管路の布設替工事と、令和５年度以降に耐震化を予定

している管路のうち約 1.7㎞の測量設計を実施します。 
 

経営計画上の成果指標 
Ｒ３ 

実績値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

管路の耐震適合率(%) 

(累積/総延長：km) 

６５．８ 

(282.9/429.6) 

６７．１ 

(288.2/429.6) 

７０．０ 

(300.9/429.6) 

 

 

計画期間内に実施する  

管路耐震化の進捗率(%) 

４７．４ 

(16.2/34.1) 

６３．０ 

(21.5/34.1) 

１００ 

(34.1/34.1) 

   ※ （ ）内の数値については、0.1km単位に四捨五入しています。 
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 （イ）老朽化対策 

   将来にわたり水道施設の機能を維持し、中長期的なトータルコストを縮減す

るため、適切な維持管理に努め施設の長寿命化を図るとともに、効率的かつ計

画的な設備の更新を進め、老朽化対策に取り組むこととしています。 

  ａ 施設の長寿命化 

施設の適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷

が軽微である早期段階で予防的な修繕を実施していく「予防保全型維持管理」

を推進し、施設の長寿命化を図ることとしています。 

本年度は、高野浄水場取水ポンプ設備の分解点検整備や長野川水管橋(津市)

の塗装塗り替え工事などを実施します。 

また、本年５月に愛知県で発生した明治用水頭首工の大規模な漏水事故を受

けて、事故公表直後の 18 日に、当庁が所有する取水堰１施設と取水に利用し

ている頭首工１施設の緊急点検を実施し、異常がないことを確認しました。な

お、通常時における取水堰の管理は、施設点検基準に基づき、月２回の巡視点

検と年２回の定期点検を実施しています。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

津留取水堰(多気町) 

 

  ｂ 電気・機械設備の更新 

経営計画の計画期間中において、更新時期を迎える 157設備の更新を見込ん

でおり、引き続き、定期的な点検を通して劣化・損傷の程度を把握し、個々の

設備の耐用年数、劣化状況及び交換部品の製造終了などの要素を総合的に判断

して、更新を進めることとしています。 

本年度は、鈴鹿導水ポンプ所(鈴鹿市)ポンプインバータ設備や多気浄水場

(多気町)沈澱池電気設備など、20設備の更新工事を実施します。 
 

経営計画上の成果指標 
Ｒ３ 

実績値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

設備の更新率 (%) 

(累積/計画期間に更新する設備数) 

５１．６ 

(81/157) 

６４．３ 

(101/157) 

１００ 

(157/157) 

取水口 
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（ウ）風水害対策 

浸水対策及び土砂災害対策については、経営計画の計画期間中において、対

応が必要な９施設（工業用水道との共有施設１施設を含む）の対策を完了させ

ることとしています。 

本年度は、北勢水道事務所(四日市市)の浸水対策工事を実施するとともに、

令和５年度以降に浸水対策及び土砂災害対策を予定している施設のうち３施

設の詳細設計を実施します。 

また、災害時等における長時間停電対策については、非常用発電設備を 72時

間程度運転できる燃料を貯留することとし、既存設備の更新に合わせ適切に対

応することとしています。 

本年度は、桑名加圧ポンプ所(桑名市)と嬉野加圧ポンプ所(松阪市)の非常用

発電設備の更新工事について、令和５年度の完成に向けて着手します。 

 

 

（エ）拡張事業（未整備分） 

 北中勢水道用水供給事業（長良川水系）は、受水市町からの要請を受け、県

（環境生活部）が策定した「北部広域圏広域的水道整備計画」（平成 20年３月

改定）に基づき、当庁が実施しています。 

当該計画上、未整備となっている取水・導水施設の整備については、令和７

年度の供用開始に向けて、本年度は、引き続き、詳細設計や地元協議を進めま

す。 
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【成果指標】 

令和４年度と経営計画最終年度（令和８年度）の目標値は、次のとおりです。 

 
※成果指標の説明 

  ①水質基準適合率 
水道法の水質基準に関する全検査数のうち、適合している割合 
 

  ②総トリハロメタンの管理目標値達成度 
水道水の安全性に関する指標のうち、総トリハロメタン（水質基準値 0.1mg/L以 

下）について、浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である 
「0.05mg/L以下」を達成した割合 
 

  ③カビ臭物質の管理目標値達成度 
水道水のにおいに関する指標のうち、カビ臭物質（ジェオスミン及び２－ＭＩＢの 

２項目、共に水質基準値 0.00001mg/L以下）について、浄水及び分水の毎月の検査結 
果が独自に定めた管理目標値である「0.000008mg/L以下」を達成した割合 
 

  ④臭気強度の管理目標値達成度 
水道水のにおいに関する指標のうち、臭気強度（国の水質管理目標値３以下）につ 

いて、浄水及び分水の毎月の検査結果が独自に定めた管理目標値である「２以下」を 
達成した割合 
 
 
 
 
 

経営目標 成果指標 
令和４年度 

目標値 

令和８年度 

目標値 

安全でお

いしい水

の供給 

①水質基準適合率（％） 100 100  

②総トリハロメタンの管理目標値達成度（％） 100 100 

③カビ臭物質の管理目標値達成度（％） 100 100 

④臭気強度の管理目標値達成度（％） 100 100  

強靱な水

道の構築 

⑤浄水場浄水処理施設の耐震化率（％） 91.8 100 

⑥調整池の耐震化率（％） 71.4 85.7 

⑦管路の耐震適合率（％） 67.0 70.0 

⑧設備の更新率（％） 61.1 100 

⑨給水障害発生件数（件） 0 0 

健全な事

業運営の

持続 

⑩給水原価（円／㎥） 111.6 115.0 

⑪経常収支比率（％） 100以上 100以上 
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⑤浄水場浄水処理施設の耐震化率 
浄水場における浄水処理施設（49施設）のうち耐震化する施設数の割合 
 

  ⑥調整池の耐震化率 
    調整池（14施設）のうち耐震化する施設数の割合 

 
⑦管路の耐震適合率 

管路総延長（約 430㎞）のうち耐震適合性のある管路延長の割合 
 

  ⑧設備の更新率 
更新対象設備に対する更新する設備数の割合 
更新対象設備は 157設備 
 

  ⑨給水障害発生件数 
当庁に起因する事故により、住民（受水市町のうち用水供給から給水を受けている 

住民）への給水支障が生じた件数 
 なお、水質事故や漏水等が発生した場合においても、住民に支障が無い場合は給水 
障害としない。 
 

⑩給水原価 
有収水量１㎥を作るために要する費用 

｛経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝÷有収水量 
 

  ⑪経常収支比率 
給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを 

示す指標 
経常収益÷経常費用×100 
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２ 工業用水道事業 

（１）令和４年度の給水見込み 

工業用水については、工場の

新設や増設等による新たな需要

の増加がある一方、既存ユーザ

ーの水使用量の減少もあり、近

年の給水量は、概ね横ばいで推

移しています。 

本年度は、昨年度と同水準の

約２億 1,367 万㎥（前年度比約

99％）の給水を見込んでいます。 

 

 

（２）令和４年度の主な取組 

ア 強靱な工業用水道の構築 

主要施設等の耐震化を進めるとともに、経年劣化した施設の更新などの老朽化

対策に加え、風水害対策に取り組み、強靱な工業用水道の構築をめざします。 

 

（ア）耐震化 

ａ 主要施設 

経営計画の計画期間中において、主要施設 49 施設のうち、浄水場の浄水処

理施設など既に耐震化が完了した 41 施設に加え、浄水場の排水処理施設や配

水池など６施設の耐震化を実施し、47 施設の耐震化を完了させることとして

います。 

本年度は、木造取水所(津市)取水ポンプ井１施設の耐震補強工事について、

令和５年度の完成に向けて着手します。 
 

経営計画上の成果指標 
Ｒ３ 

実績値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

主要施設の耐震化率(%) 

(累積/全主要施設数) 

８３．７ 

(41/49) 

８３．７ 

(41/49) 

９５．９ 

(47/49) 

 
計画期間内に実施する 

主要施設耐震化の進捗率(%) 

０ 

(0/6) 

０ 

(0/6) 

１００ 

(6/6) 

浄水場浄水処理施設の耐震化率(%) 

(累積/全浄水場浄水処理施設数) 

１００ 

（25/25） 

１００ 

（25/25） 

１００ 

（25/25） 

21,264 21,687 21,521 21,502 

当初

見込
21,367 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H30 R1 R2 R3 R4

工業用水の年間給水量
（万㎥）
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（イ）老朽化対策 

将来にわたり工業用水道施設の機能を維持し、中長期的なトータルコストを縮

減するため、適切な維持管理に努め施設の長寿命化を図るとともに、効率的かつ

計画的な設備の更新を進め、老朽化対策に取り組むこととしています。   

 

ａ 施設の長寿命化 

施設の適切な保守点検を行うとともに、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が

軽微である早期段階で予防的な修繕を実施していく「予防保全型維持管理」を推

進し、施設の長寿命化を図ることとしています。 

本年度は、野代導水ポンプ所(桑名市)ポンプ設備の分解点検整備や霞ケ浦水管

橋(四日市市)の塗装塗り替え工事などを実施します。 

また、本年５月に愛知県で発生した明治用水頭首工の大規模な漏水事故を受け

て、事故公表直後の 18 日に、当庁が所有する取水堰１施設と取水に利用してい

る頭首工２施設の緊急点検を実施し、異常がないことを確認しました。なお、通

常時における取水堰の管理は、施設点検基準に基づき、月２回の巡視点検と年２

回の定期点検を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          新屋敷取水堰(松阪市) 
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ｂ 管路の更新 

管路総延長約 350kmのうち、耐震適合性のない管路が約 138kmあり、経営計画

の計画期間中において、特に重要度の高い主要幹線や布設年度が古い配水管路、

ライフライン関連ユーザー向け配水管路などを中心に約 22.1km を優先して更新

し、老朽化対策とともに耐震化を進めることとしています。 

本年度は、約 2.9kmの管路の布設替工事と、令和５年度以降に更新を予定して

いる管路のうち約 7.8kmの測量設計を実施します。 

また、制水弁については、経営計画の計画期間中において、配水運用の切り替

え、漏水時の止水など、配水制御において重要となる 69 基を優先して更新する

こととしています。 

本年度は、令和３年度から工事を進めている内径 1800 粍制水弁(桑名市)など

３基に加えて、新たに６基の工事を実施する予定であり、計９基の取替工事を実

施します。 
 

経営計画上の成果指標 
Ｒ３ 

実績値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

管路の耐震適合率(%) 

(累積/総延長：km) 

６３．４ 

（222.0/350.1） 

６４．３ 

（224.9/350.1） 

６６．９ 

（234.3/350.1） 

 
計画期間内に実施する 

管路耐震化の進捗率(%) 

４４．４ 

（9.8/22.1） 

５７．６ 

（12.7/22.1） 

１００ 

（22.1/22.1） 

制水弁の更新率(%) 

(累積/計画期間に更新する基数) 

４７．８ 

（33/69） 

６０．９ 

（42/69） 

１００ 

（69/69） 

※ 管路の耐震適合率欄（ ）内の数値については、0.1km単位に四捨五入しています。 

 

ｃ 電気・機械設備の更新 

経営計画の計画期間中において、更新時期を迎える 129設備の更新を見込んで

おり、引き続き、定期的な点検を通して劣化・損傷の程度を把握し、個々の設備

の耐用年数、劣化状況及び交換部品の製造終了などの要素を総合的に判断して、

更新を進めることとしています。 

本年度は、山村浄水場(四日市市)や南之郷変電所(桑名市)の受変電設備など、

16設備の更新工事を実施します。 
 

経営計画上の成果指標 
Ｒ３ 

実績値 

Ｒ４ 

見込値 

Ｒ８ 

目標値 

設備の更新率(%) 

(累積/計画期間に更新する設備数) 

４３．４ 

（56/129） 

５５．８ 

（72/129） 

１００ 

（129/129） 
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（ウ）風水害対策 

浸水対策については、経営計画の計画期間中において、対応が必要な７施設

（水道との共有施設１施設を含む）のうち、河川改修計画などがある２施設を

除く５施設の対策を完了させることとしています。 

本年度は、野代導水ポンプ所ポンプ棟と北勢水道事務所の浸水対策工事を実

施するとともに、令和５年度以降に浸水対策を予定している施設のうち２施設

の詳細設計を実施します。 

また、災害時等における長時間停電対策については、非常用発電設備を 72時

間程度運転できる燃料を貯留することとし、既存設備の更新に合わせ適切に対

応することとしています。  
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【成果指標】 

令和４年度と経営計画最終年度（令和８年度）の目標値は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 成果指標の見直しについて 
経営計画改定時に暫定値としていた「①主要施設の耐震化率」の目標値について

は、耐震診断の結果、令和３年度末に新屋敷取水所３施設の耐震性が確認されたこ
とから、各年度の目標値の見直しを行いました。 
（  ）：経営計画改定時の目標値 
 

※２ 成果指標の説明 
①主要施設の耐震化率 

浄水場の浄水･排水処理施設や配水池等（49施設）のうち耐震化する施設数の割合 
 

②浄水場浄水処理施設の耐震化率 
浄水場における浄水処理施設（25施設）のうち耐震化する施設数の割合 

   

③制水弁の更新率 
更新対象制水弁に対する更新する制水弁数の割合 
更新対象数は 69基 

   

④管路の耐震適合率 
管路総延長（約 350㎞）のうち耐震適合性のある管路延長の割合 

 

⑤設備の更新率 
更新対象設備に対する更新する設備数の割合 
更新対象設備は 129設備 

 

⑥給水障害発生件数 
企業庁に起因する事故により、ユーザーへの給水支障が生じた件数 
なお、漏水等が発生した場合においても、ユーザーに実害が無い場合は給水障害と 

しない。 

 

経営目標 成果指標 
令和４年度 

目標値 

令和８年度 

目標値 

強靱な工

業用水道

の構築 

①主要施設の耐震化率（％） 
83.7 

(77.6) 

95.9 

(89.8) 

②浄水場浄水処理施設の耐震化率（％） 100.0 100.0 

③制水弁の更新率(％) 59.4 100.0 

④管路の耐震適合率（％） 64.3 66.9 

⑤設備の更新率（％） 54.3 100.0 

⑥給水障害発生件数（件） 0 0 

健全な事

業運営の

持続 

⑦給水原価（円／㎥） 35.2 35.4 

⑧年間給水量(百万㎥) 213 213 

⑨経常収支比率（％） 100以上 100以上 
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⑦給水原価 
有収水量１㎥を作るために要する費用 

｛経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝÷有収水量 
 

⑧年間給水量 
１日あたりの基本水量から休止水量を減じて得た水量を１年間分積み上げた水量 

 

⑨経常収支比率 
給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費等の経常経費をどの程度賄えているかを 

示す指標 
経常収益÷経常費用×100 
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３ 電気事業 

（１）令和４年度の主な取組 

ア ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去 

ＲＤＦ焼却・発電施設については、撤去工事に令和３年１月から着手し、令和

４年度末の完成に向けて工事を進めています。 

施設のうち発電施設及び貯蔵施設については、施設の解体を完了させ、基礎杭

の撤去を行っています。また、焼却施設については、ダイオキシン類を含んだ付

着物の除去が完了し、施設の解体を進めています。 

工事の実施にあたっては、周辺環境や安全対策に十分配慮して進めるとともに、

ホームページや回覧により地域住民に工事の情報を提供しています。また、地域

住民や学識経験者等で構成する「ＲＤＦ焼却・発電施設撤去に伴う安全管理会議」

を開催し、工事の進捗及び環境保全や安全対策の状況等を報告していきます。 

 

 

＜工事概要＞ 

工 事 名 ＲＤＦ焼却・発電施設撤去工事 

受 注 者 安藤・間・日本土建・ナガシマ特定建設工事共同企業体 

工 事 期 間 令和３年１月 28日～令和５年３月 24日 

契 約 金 額 1,780,306,000円（税込） 

工 事 内 容 
施設撤去 １式 

土壌処理 １式（ふっ素及びその化合物の除去） 

 

 

＜工事工程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期令和2年度

項目 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

施設撤去工

汚染土壌入替工

その他

令和3年度 令和4年度

準備工 整地工、後片付け

隔離養生、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       撤去前（令和３年５月）            現況（令和４年５月） 

 

イ 事業の総括 

令和３年度は、ＲＤＦ関係市町等から事業に対する意見の聴き取りを行うと

ともに、関係部局と連携して環境政策の視点を含めた事業全体の検証を進め、

令和４年３月に中間報告書を取りまとめました。 

ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去が完了する令和５年３月に最終報告書を取りま

とめ、事業の総括を行います。 

 

令和５年３月（予定） 事業の総括 最終報告書（案）の説明（常任委員会） 

 

ウ 電気事業の廃止 

電気事業は、昭和 27 年から宮川総合開発の一環として水力発電事業を開始

し、10箇所の水力発電所を運営してきましたが、平成 27年に民間への事業譲

渡を完了しています。 

また、平成 14 年から令和元年までＲＤＦ焼却・発電事業として三重ごみ固

形燃料発電所を運営してきましたが、令和４年度末に施設撤去を完了し、全て

の業務が終了する予定です。 

これまで実施してきた全ての事業が終了することから、令和４年度末をもっ

て電気事業を廃止します。 

 

令和５年２月（予定） 

「三重県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案」の提出 

 

貯蔵施設 

発電施設 

焼却施設 
焼却施設 

発電施設 

貯蔵施設 
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４ 各事業の展開を支える取組 

各事業の事業展開を支える経営基盤を強化するため、以下の取組を推進し

ます。 

 

（１）人材育成・技術継承 

「三重県企業庁人材育成方針」において、企業庁職員のめざすべき姿を「技

術力を十分発揮し、組織力で水道及び工業用水の安全で安心、安定した供給

に資することができる職員」としています。 

この実現に向け、ＯＪＴを基本とした技術力の習得ができるよう、ジョブ

ローテーションによる人事配置を行うなど、組織全体で人材育成に取り組む

とともに、企業庁の職務遂行に必要な知識及び技能を習得するための企業庁

研修を計画的に実施します。 

また、職員が企業庁業務を経験することで体得したノウハウを各マニュア

ルに反映するなど、知識・情報を共有化することで、確実に次世代の職員へ

継承します。 

   ＜主な企業庁研修＞ 

    ・浄水場の業務研修 

    ・水質の基礎知識研修 

    ・公営企業会計の財務関連基礎研修 

 

（２）危機管理 

   自然災害や漏水事故など想定される危機への事前対策として、施設の耐

震化や応急復旧用資機材の確保等に取り組むとともに、危機発生時に迅速

かつ的確に対応できるよう実践的な研修・訓練を行います。 

   また、大規模災害が発生した場合においても、早期復旧が可能となるよう、

相互応援協定等を締結する府県市と平時から応援体制や備蓄資機材等の情

報共有を行います。 

   ＜危機管理に関する主な研修・訓練＞ 

    ・みえ水道ボランティア研修会 

    ・企業庁非常参集(実務)訓練 

＜近隣府県市との相互応援協定等＞ 

・東海四県水道災害相互応援に関する覚書 

・近畿２府５県の府県営及び大規模水道用水供給事業者の震災時等の 

相互応援に関する覚書 

・東海四県及び名古屋市との工業用水道災害相互応援に関する協定書 
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（３）経営の品質向上 

   市町やユーザーのニーズを的確に把握するとともに、ＩＳＯ9001※規格に

基づく品質マネジメントシステムを活用し、品質管理の徹底、業務の継続的

な改善を行うことで、将来にわたり安全で安心、安定したサービスを効率的

に提供し、顧客満足の向上につなげていきます。 

   ＜主な取組＞ 

    ・受水市町の協議会への出席 

・ユーザーとの工業用水道事業連絡会議の開催 

    ・企業庁品質保証委員会の開催 

※ＩＳＯ9001について 

品質に関するマネジメントシステムのＩＳＯ規格で、顧客ニーズ（顧客要求事項）を

満たした製品を一貫して提供するとともに、システムを継続的に改善することで、顧

客（県民、市町、企業）満足の向上をめざすことを目的としています。 

 

  こうした経営基盤を強化する取組を推進しつつ、各事業の経営目標ごとに

設定した成果指標による進捗管理とＰＤＣＡサイクルによる検証・改善を行

いながら「三重県企業庁経営計画」を着実に推進します。 
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